
   
 

 国民健康保険被保険者が出産した時、国民健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます。 

                                    （ 令和7年9月～ ） 

【対象者】 

奄美市国民健康保険被保険者 

 

【支給額】 

５００，０００円 （※但し、産科医療保障制度未加入医療機関で出産した時は４８８,０００円となります。） 

 

【手続き方法】 

① 出産する医療機関で、資格確認書等を提示し、「直接支払制度」についての説明を受けてください。 

② 「直接支払制度」を利用する場合は、医療機関と「合意文書」を取り交わします。 

（医療機関、被保険者がそれぞれ一通ずつ保管します。）。 

③ 退院時に医療機関から出産の内訳を記した「分娩費用明細書」が交付されます。 

 

〇出産費用が出産育児一時金（５０万円）を上回る場合 

   →出産育児一時金との差額を医療機関の窓口でお支払いください。後日、奄美市から医療機関に支払

います。 

  （例）５００，０００円 － ５１０，０００円 ＝ －１０，０００円 → 本人負担 

     （出産育児一時金）  （出産費用）     （差額） 

 

〇出産費用が出産育児一時金を下回る場合 

   →被保険者の方の負担はありません。後日、奄美市から医療機関へ出産費用の全額を医療機関に支払

います。出産育児一時金との差額が発生した場合、以下の書類をそろえて奄美市へ請求してくださ

い。 

  （例）５００，０００円 － ４２０，０００円 ＝ ８０，０００円 → 市へ請求すると受け取れます。 

     （出産育児一時金）  （出産費用）     （差額） 

 

【必要書類】 

 ・ 出産育児一時金等の医療機関への直接支払制度合意に関する文書 

・ 分娩費用明細書 

 ・ 母子手帳 

 ・ 身分証明書（マイナンバーカードや運転免許証等） 

 ・ 印鑑（認め印でも構いません。） 

 ・ 世帯主の預金通帳 

 

※ 手続きは、お住まいの地区の各総合支所国民健康保険担当窓口でお願いいたします。 

 

▼ お問い合わせ先 

 奄美市役所 

  名瀬総合支所 国保年金課 国保年金係    0997-52-1111      

  住用総合支所 市民福祉課 市民サービス係  0997-69-2111      

  笠利総合支所 市民課 国保税務係      0997-63-1111      

 


